
             1 © NOAHMEDICAL SYSTEM Co., Ltd. All Rights Reserved. 

 

 

 

今回のお役立ち情報は・・・ 

入院中の患者様が他医療機関を受診された場合の取扱いは、入院先の区分によって異なります。 

入院患者様の処方入力方法についてご案内させていただきます。 

※V6・V7 をご使用のお客様が対象です。(画面イメージはバージョンにより異なる場合があります。) 

ノアメディカルシステム(株)製品をご利用のお客様向けの情報提供です。患者様への配布や、弊社ユーザー様以外の医療機関関係者のご使用は固くお断りさせていただきます。 

 

入院患者様の処方入力方法 

1. 他医療機関の受診 

入院中の他医療機関の受診については、当該入院医療機関にて診療を行なうことができない専門的な診療が必要となった場

合等のやむを得ない場合に限り認められています。 

処方箋が交付された場合は調剤報酬の算定が可能ですが、入院している保険医療機関が算定する入院基本料の区分により、

保険請求(レセプト請求)できる点数項目が異なります。 
 

図1 入院患者が他医療機関を受診した場合の取扱い(保険薬局で保険請求できる項目) 
  

  

入院患者の区分 

 

薬局で算定できる項目 

出来高入院料算定病床 

療養病棟入院基本料 

有床診療所療養病床入院基本料 

特定入院基本料 

DPC 算定病棟 

調剤技術料 
調剤基本料(加算を含む) 算定可 算定可 算定不可 

薬剤調製料(加算を含む) 算定可 算定不可 算定不可 

薬学管理料 
服薬情報等提供料 1 算定可 算定可 算定不可 

服薬情報等提供料 1 以外 算定不可 算定不可 算定不可 

薬剤料 算定可 算定不可 算定不可 

特定保険医療材料料 算定可 算定不可 算定不可 

「算定可」･･･保険請求が可能な項目です。 

「算定不可」･･･保険請求ができない項目です。(入院医療機関との合議により精算が可能となります。) 

服薬管理指導料(かかりつけ薬剤師指導料含む)等の薬学管理料は保険請求できません。調剤管理料や外来服薬支援 

料2も薬学管理料に分類されます。服薬情報等提供料1は算定要件を満たした場合に保険請求が可能です。 

ここで言う「出来高入院料を算定する病床」とは、DPC算定病床以外の病床であって、療養病棟入院基本料、有床診療

所療養病床入院基本料及び特定入院基本料を除く入院基本料を算定する病床です。 

ワンポイント 

 

入院患者の区分が不明な場合 

＜平成22年6月4日厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その４)＞より 

「他医療機関が処方箋を交付する場合には、処方箋の備考欄に①入院中の患者である旨、②入院医療機関の

名称、③出来高入院料を算定している患者であるか否かについて記載して交付すること」となっています。処方箋に

記載がなく区分が判断できない場合は、入院医療機関または処方箋発行元へご確認をお願いいたします。 

情報提供について 

＜平成22年6月11日厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その5)＞より 

「調剤剤内容（医薬品名、規格単位、用法・用量、調剤数量（投薬日数、調剤回数等）等）について、入院

医療機関に情報提供すること。」と記載されています。 
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2. ＜入力方法＞出来高入院料 

 保険請求 

① 処方内容を通常通り入力した後、F8 特殊指示 → F11 特殊処方押下します。 

② ●入院患者の他医療機関受診/入院先種類に「01: 出来高入院料算定病床」を入力いただき、F9 更新押下します。 

図2 特殊処方せん指示 

  
 

③ 再度、F9 更新押下した後に会計画面へ進みます。 

④ 摘要欄(フリー入力)に「①入院中の患者である旨、②入院医療機関の名称、③出来高入院料を算定している患者である

こと」を記載してください。 
 

※服薬管理指導料(かかりつけ薬剤師指導料含む)は算定できませんのでご注意ください。 

※レセプトは電算請求が可能です。 

 

3. ＜入力方法＞療養病棟入院基本料 等 

調剤基本料と服薬情報等提供料 1 のみ保険請求が可能です。それ以外の項目については、合議の上で入院医療機関への 

請求となります。そのため、「3.1 保険請求」と「3.2 病院請求」は、処方入力を分ける必要があります。 

 

 保険請求 

① 処方入力画面で薬剤は入力せずに F8 特殊指示 → F11 特殊処方押下します。 

② ●入院患者の他医療機関受診/入院先種類に「02: 療養病棟入院基本料等算定病床」を入力いただき、F9 更新押下

します。 

図3 特殊処方せん指示 

  
 

③ 再度、F9 更新押下した後に会計画面へ進みます。「[確認]他医療機関受診(療養病棟入院基本料等算定病床)の処方

として登録します。入力された処方明細がある場合は全てクリアされますがよろしいですか？」とメッセージが表示されますので

する(+)を選択して会計画面へ進んでください。 

④ 摘要欄(フリー入力)に「①入院中の患者である旨、②入院医療機関の名称、③出来高入院料を算定していない患者(また

は患者が算定している入院基本料の区分)であること」の記載してください。 
 

※服薬管理指導料(かかりつけ薬剤師指導料含む)は算定できませんのでご注意ください。 

※レセプトは電算請求が可能です。 

 

 病院請求 

保険請求ができない項目は入院医療機関との合議により精算が可能となります。 

病院へ請求する分は下記方法にて入力します。 

① 自費の保険を登録し、処方入力画面で通常通りに薬剤を入力します。 

② 会計画面へ進み、F2 基本/薬学より調剤基本料を外してください。 
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※請求可能な項目や方法については、入院医療機関へご確認をお願いします。 

※会計で窓口負担を発生させたくない場合は、自費の保険登録画面より負担率設定「1:任意」、患者負担 0%・保険負担

100%に設定をお願いします。 

 

4. ＜入力方法＞DPC 算定病棟 

 病院請求 

調剤に係る費用は入院医療機関が行った調剤に係る費用と同様の取扱いとなり、入院医療機関において算定することとなるた

め、薬局では全額保険請求ができません。入院医療機関との合議により精算が可能となります。 

病院へ請求する分は自費の保険を登録し、通常通りに処方入力してください。 
 

※請求可能な項目や方法については、入院医療機関へご確認をお願いします。 

※会計で窓口負担を発生させたくない場合は、自費の保険登録画面より負担率設定「1:任意」、患者負担 0%・保険負担

100%に設定をお願いします。 

 

 

 
 

本資料は制度や仕様の変更などで予告なく変更・削除される場合がございます。 

調剤報酬算定や調剤行為ルールの解釈に係る部分につきましては「明文化されていない」「地域ごとの解釈ルールの存在」等により内容の 

正確性を保証するものではありません。本資料のご利用により、直接または間接的に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。 

予めご了承のほどお願いいたします。 

 

■本件についてのお問合先 

ノアメディカルシステム株式会社 ノアサポートセンター TEL:092-283-5560 
   FAX 専用お問い合わせシートもご利用ください。（ダッシュボードの「FAX 問合せ」ボタンより印刷いただけます） 

 


